
【歳入】
 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 94,500 千円

（R3地方消費税交付金予算額　173,200千円×12/22）

【歳出】

千円

(単位：千円)

国(県)
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金
(社会保障
 財源分)

その他

福祉医療給付事業 58,440 21,547 1,900 0 3,107 31,886

障害者福祉事業 228,810 152,208 0 300 6,774 69,528

高齢者福祉事業 197,001 3,435 0 4,977 16,744 171,845

児童福祉事業 251,706 91,673 5,100 7,393 13,794 133,746

母子福祉事業 1,921 0 0 0 171 1,750

小　　　計 737,878 268,863 7,000 12,670 40,590 408,755

国民健康保険特別会計繰出金 72,419 41,746 0 0 2,723 27,950

後期高齢者医療特別会計繰出金 31,355 23,515 0 0 696 7,144

介護保険事業特別会計繰出金 124,828 7,408 0 0 10,425 106,995

小　　　計 228,602 72,669 0 0 13,844 142,089

健康増進事業 14,033 1,864 0 2,339 873 8,957

がん検診等事業 5,858 0 0 2,054 338 3,466

病院事業会計繰出金 407,754 0 0 1,704 36,051 369,999

古海診療所特別会計繰出金 1,513 0 0 0 134 1,379

予防対策事業 23,105 265 0 0 2,028 20,812

母子保健事業 7,713 459 0 20 642 6,592

小　　　計 459,976 2,588 0 6,117 40,066 411,205

1,426,456 344,120 7,000 18,787 94,500 962,049
※１

※２

※３ 上記経費については、事務費及び職員の職員給与費等を除いています。

地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況

　地方消費税交付金のうち消費税引上げに伴う増収分については、「消費税法第１条第２項に
規定する経費（年金、医療、介護、少子化対策）その他の社会保障施策（社会福祉、社会保
険、保健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとする」とされています。

　令和３年度信濃町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記の
とおりです。

1,426,456

財 源 内 訳
特 定 財 源  一 般 財 源

合　　　計
地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の令和３年度予算額の22分の12に相当する額。

 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保
障施策に要する経費

区    分
令和３年度
当 初 予 算

社
会
福
祉

社
会
保
険

地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、「社会保障４経費」（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障
給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）に係る事業へ按分し充当しています。
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衛
生


